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ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
は
、野
生
動
植
物
の
国
際
取
引
を
規
制
し
て
、絶

滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

条
約
で
、正
式
名
称
は「
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の

国
際
取
引
に
関
す
る
条
約
」と
い
い
、英
語
の
頭
文
字
を
取
っ
て「
Ｃ
Ｉ

Ｔ
Ｅ
Ｓ（
サ
イ
テ
ス
）」、別
名「
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。�

　
日
本
を
は
じ
め
一
四
〇
を
越
え
る
諸
国
が
加
盟
し
て
お
り
、外
国
で

も
ワ
シ
ン
ト
ン・コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ま
た
は
サ
イ
テ
ス（
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｓ
）と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。�

　
条
約
で
は
、特
定
の
種
を
附
属
書
Ⅰ
、Ⅱ
、Ⅲ
に
指
定
し
て
、商
業
取

引
を
禁
止
、あ
る
い
は
規
制
し
て
い
ま
す
。�

　
我
が
国
も
、こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
動
植
物（
こ
れ
ら
を
使
用
し
た

製
品
・
加
工
品
も
含
む
。）の
持
ち
込
み
を
厳
し
く
規
制
し
て
い
ま
す
。�

　
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
で
規
制
し
て
い
る
動
植
物（
こ
れ
ら
を
使
用

し
た
製
品
・
加
工
品
も
含
む
。）を
国
内
に
持
ち
込
む
た
め
に
は
、

条 

約
で
定
め
た
機
関
の
発
行
す
る
書
類（
輸
出
国
の
輸
出
許
可

書
や
通
産
省
の
輸
入
承
認
証
等
）が
必
要
で
す
。な
お
、条
約
の

附
属
書
Ⅱ
及
び
Ⅲ
に
属
す
る
生
き
た
動
物
を
輸
入
す
る
場
合

に
は
、事
前
に
通
商
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。�

　
入
国
の
際
、輸
出
許
可
書（
サ
イ
テ
ス
）を
取

得
し
て
い
な
かっ
た
た
め
任
意
放
棄
さ
れ
た
も
の
。�

・ニ
シ
キ
ヘ
ビ
の
皮
、�

・
麝
香
・
虎
骨
・
熊
胆
等
が
含
ま
れ
た
漢
方
薬
、�

・ワ
ニ
革
製
の
財
布
・バッ
グ
、�

・ラ
ン
の
苗
、�

・ド
ラ
ゴ
ン
フ
ル
ー
ツ
の
苗�

・グ
リ
ー
ン
イ
グ
ア
ナ
等      �
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シ
ョッ
ピ
ン
グ
は
海
外
旅
行
の
楽
し
み
の
ひ
と

つ
で
す
が
、せ
っ
か
く
買
っ
て
も
、日
本
に
持
ち
込

む
こ
と
が
で
き
な
い
お
土
産
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。�

　
条
約
で
規
制
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、ペッ
ト

や
鑑
賞
用
と
し
て
購
入
し
た
生
き
た
動
植
物

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、こ
れ
ら
を
使
用
し
た
製
品
・

加
工
品
、例
え
ば
、剥
製
、敷
物
、毛
皮
、コ
ー
ト
、

象
牙
、ハ
ン
ド
バッ
グ
、財
布
、ベ
ル
ト
、靴
、ア
ク
セ

サ
リ
ー
等
も
含
ま
れ
ま
す
。�

　
国
外
へ
持
ち
出
す
場
合
も
、相
手
国（
輸
入
国
）か
ら
日
本（
輸

出
国
）の
輸
出
許
可
書（
サ
イ
テ
ス
）を
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、日
本
か
ら
出
国
す
る
前
に
取
得
し
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。�

ワシントン条約の内容�

ワニ革製等のハンドバッグ� 象　　牙� ウミガメ（全種）� ヒョウの敷物�

日本への持ち込みが規制されているもの（代表例）�附属書� 区　　分� 規　制　内　容� 輸入するために必要な書類� 対　象　種�

　絶滅のおそれのある動植
物で国際取引による影響を
受けているか又は受けること
のある種�

　現在は必ずしも絶滅のお
それがある動植物ではないが、
国際取引を規制しなければ
絶滅のおそれが生じる種�

　締結国が自国の管轄内の
動植物の保護のために国内
規制措置に加えて他の締結
国の協力を必要とする種�

・ 商業目的の国際取引は可能。�

・ 商業目的の国際取引は可能。�

・ 商業目的の国際取引は禁止。�
・ 人工養殖されたもの 、 条約�
   適用前に取得されたものは�
   商業取引が可能。�
・ 学術研究目的の取引は可能。�

・ 輸出国の管理当局が発行す�
   る輸出許可書（C I T E S ）�
・ 通商産業大臣が発給する輸�
   入承認証�
・ その他�

・ 輸出国の管理当局が発行す�
   る輸出許可書（C I T E S ）�
・ 通商産業大臣が発給する事�
   前確認書（生きている動物）�
・ その他�

・ 輸出国の管理当局が発行す�
   る輸出許可書（C I T E S ）�
・ 通商産業大臣が発給する事�
   前確認書（生きている動物）�
・ その他�

ゴリラ、チンパンジー、オランウ
ータン、トラ、ヒョウ、インドゾウ、
コウノトリ、オジロワシ、うみガメ、
タイマイ、アジアアロワナ、オオ
カミ、ラン（一部）、ボア（一部）、
ワニ（一部）�

オウム、サンゴ、ライオン、サボ
テン、ラン、シクラメン、シャコガイ、
コブラ、ボア、ワニ、オオコウモ
リ等�

ベンガルギツネ（インド）�
オコジョ（インド） �
セイウチ（カナダ）�
コサギ（ガーナ） 等�

生
き
て
い
る
動
植
物�

加
工
品 

・ 

製
　
品�

サル（全種）�

オウム（全種）�

植　物�

その他�

毛皮、敷物�

ハンドバッグ、�

ベルト、財布等�

象牙・同製品�

はく製�

その他�

スローロリス、カニクイザル、チンパンジー等�

オウム、インコ類（セキセイインコ、オカメインコを除く）�

ラン全種、サボテン全種、ソテツ全種等�

ワシ、タカ、リクガメ、カメレオン、オオサンショウウオ、アジアアロワナ等�

トラ、ヒョウ等のネコ科の動物、オオカミ、クマ（一部）シマウマ（一部）等�

ワニ、ウミガメ、ヘビ（一部）、トカゲ（一部）、ダチョウ（一部）等�
�

インドゾウ、アフリカゾウ�

ワシ、タカ、ワニ、ゴクラクチョウ、センザンコウ（一部）等�

シャコガイの製品、クジャクの羽、オウムの羽飾り、サンゴの製品（一部）、�

「じゃこう」を含有する薬等�

〈通商産業部〉�


